
参考

住民票の取得方法のご案内と注意点

【窓口請求の場合】

主な請求窓口  取扱時間

　平日（月曜日～木曜日）　午前9時～午後5時30分

　平日（金曜日）　午前9時～午後7時

　第4日曜日　午前9時～午後5時30分

　平日（月曜日～金曜日）　午前9時～午後7時

　土日祝　午前10時～午後7時

【コンビニ交付サービスを利用した請求の場合】下記のメニューを選択してください。（一部抜粋）

区役所窓口サービス担当課

※どの区役所でも市内の住民票が取得できます。

サービスカウンター

　（梅田・難波・天王寺）

　大阪市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金の申請には補助対象保育士の属する世帯全員の記載のある宿舎住所の
住民票の写し（原本）が必要です。

区内の転居履歴など過去

の履歴が必要な場合は、

取りたい住所地を記入し

て下さい。


